
 

 公共汚水ます設置申出書の作成方法  

①：公共汚水ます設置申出書 

②：案内図（住宅地図等） 

③：公図写 

④：念書（分譲等で土地所有者が変わる場合に必要） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『公共汚水ます設置申出書』のフォーマットを必要な方はフロッピーを 

ご持参下さい。※ウィルスチェックを必ず行なうこと。責任は負いかねます。 

 また、ＰＤＦ形式で相模原市ホームページからダウンロードすることも 

できます。 

申請書ダウンロード＞＞住まい・建築・都市景観＞＞公共下水道＞＞新しく汚水ますを設置する場合の申請書類 

             ④ 

             ③ 

             ② 

 

①公共汚水ます設置申出書 



公共汚水ます設置申出書 
（様式第 1 号）                             受 付 番 号 

 

 

                                  ○○年 ○○月 ○○日

相 模 原 市 長  あて 
 

家 屋 住所 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

氏名    相 模 太 郎      ㊞ 

所有者 電話   042-754-1111 

申 出 者 

土 地 住所 相模原市中央区中央５－３１－１ 

氏名    相 模 市 郎      ㊞ 

所有者 電話   042-749-2211 

 

下水道条例施行規則第２条第２項の規定により、公共汚水ますの設置を申出します。 

 

設   置   場   所 相模原市 
中央区  中央 ２ 丁目 11 番１5号（別添明細図参照）

               225-1 番地 

設 置 希 望 年 月 日  ○○年 ○○月 ○○日頃 

 

ま  す  の  高  さ 

現況地盤 

現況地盤より     ３０ cm   上げる 

                    下げる 

土地の

面 積

㎡

160.3 

 

ま  す  の  深  さ 
標準深さ（0.92ｍ）   □その他    ｍ 

□ 取付管施工済 

道   路   種   別  舗装道  □ 砂利道  □ 歩道舗装  □ その他（    ） 

居  住  の  有  無  新築   □ 入居中  □ その他（            ） 

設   置   位   置 別 図 の と お り 

排 水 設 備 業 者 

 

又  は  連  絡  先 

業 者 名   ○○設備          ℡ ○○○(○○○)○○○○

 

連 絡 先               担当者 ○○○○ 

上記の申出に基づき設置してよろしいか。 

決 
 

裁 

課(所)長 主 幹 副主幹 担当者 合 議 起案  ・   ・ 

     調査 

受益者負担金収納状況（番号                    ） 

年度賦課 

 

□完納  □   期まで納付済み 

□未納（                    ） 

その   指示書― 

住宅地図等の案内図を添付してください。

業者が決定している場合は、その名称 

未定の場合は、連絡先の名称を記入して下さい。

公図の地番を記入して下さい。

記 入 例 

家屋所有者及び土地

所有者が同じ場合も

それぞれ記入して下

さい。 

必
要
な
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
を
記
入
し
て
下
さ
い
。 



8.3 0.7 

 

設 置 位 置 図 
 

 

詳 細 図 
 

                                       

 

 

                        ５０㎝以内（４ｍ未満の道路は  異なります。） 

宅地 
          ブロック壁等                           境界杭等 

                            公共汚水ます（φ２００㎜） 

                   

位 置 図 

 
 
 
 

 

 

 

受  付  番  号  

 
 

備 
 

考 

 

明  細  地  図 ―      ― 

下 水 道 台 帳 ― 

路    線    名  

Ｌ＝     Ｈ＝     路 面 

※  注 意 事 項 

1  申出されてから設置するまでに日数がかかりますので,お早めに申出をしてください。 

2  設置場所に支障物件（排水管、水道管、ガス管、植木、コンクリートのたたき等）がある場合は､設置すること

ができませんので、申出者の費用負担で支障物件の撤去・移設等をお願いします。 

3  設置場所が道路より高い所は設置が困難ですので避けてください。 

4  公共汚水ますの深さについては、その深さがわかる図面（排水設備の図面など）を添付して下さい。 

5  公共汚水ますは、一度設置すると市ではつけ替えをいたしませんので、排水経路等をよくお考えのうえ､設置

場所をお決めください。 

 

道路 道路 
0.7ｍ 8.3ｍ

駐 車 場 

ブロック塀、個人杭等からの寸法を

記入して下さい（※左右に注意） 

左右を間違えないよう注意の事 

道路に向かって左から 道路に向かって右から 

※ ますの上が道路になるよう

位置図を詳細図に合わせると、左右

の間違いが少なくなります。 

（市マーク入） 



公  図  写 
設 置 す る 

土 地 地 番 

相模原市 中央区中央 ２－２２５－１

番地 

土地所有者 

氏   名 
相模 市郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆コピー貼付可

☆汚水ますの設置場所と下水道管の間に第三者の土地がある場合は､第三者の承諾が必要となります。 

○○年○○月○○日 
住 所 相模原市中央区富士見 6-1-20  

土 地 所 有 者    氏 名  役所 工事        ㊞ 

電 話  042-769-8270 

  
 申 出 地 

 

 

 

 

 

 

 

     ◎

 
  申 出 

  

地 

  

  

  

  

  

  

  

◎

 

 
 
 
 
 
 

私 
下 

 

 

 

 

 

所有の     の土地に
水道施設を設置することに
ついて、承諾いたします。
 

 

           セットバック部 分    

   下 水 道 管 

225-1 225-3 225-2 

225-12 225-11 225-10 

224-2 224-1 



 

 

 

念   書 

  年  月  日 

 

相 模 原 市 長 あて 

 
 

私の所有する土地に､公共汚水ますの設置申請をいたしますが､ 

将来宅地分譲に伴い土地所有者が変更になります。 

なお､公共汚水ます設置後、区画の変更が伴う場合のますの移設 

および撤去については自費で行います。 

 
 
 

土地所在地：相模原市 

 

土地所有者：住所 

 

氏名                 印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分譲等で土地所有者が変わる場合に必要 作成例 



 
 
 
 
市街化区域、市街化調整区域共に関すること 
○ 設置日数 

 汚水ます設置には申出後２ヶ月前後の日数を要します。ただし、年度末と年度初めは３

ヶ月前後の日数が必要となりますので、早めの申出をお願いします。 

 
○ 申出書部数 

 汚水ます設置申出書は汚水ます１箇所につき１部必要です。 

 
○ 設置個数 

 汚水ますは原則１宅地に１個で、３００㎡毎に１個追加することができます。 
（例）３２０㎡→２個、６１５㎡→３個。ただし、土地利用上の必要が生じた場合のみで

す。 

 
○ 開発物件 

 開発許可物件（条例含む）は土木政策課で申出書に協議済印を押してもらい、新旧対象

図、土地利用計画図を１部づつ添付して下さい。ただし、汚水ますが複数の場合は先頭の

申出書のみで結構です。また、念書は不要です。 

 
○ 宅地の高さ 

 道路面より宅地が高い場合、１．４ｍまではそこに設置可能ですが、それを超えた場合

は、階段下等に設置していただくようになります。 

 
○ 排水設備の図面 

 希望する汚水ますの深さが標準以外の場合、排水設備の図面を添付していただくことも

あります。 

 
市街化区域のみに関すること 
○ 宅地分譲 

 宅地を複数に分割する場合は（土地所有者が変更になることが必要）、分筆前であって

も念書を提出して下されば、汚水ますを設置します。 
ただし、「汚水ます設置箇所数＝分割宅地数－既存ますの数」となります。 

 
市街化調整区域のみに関すること 
○ 更地の申出 

 市街化調整区域の場合、建築物（汚水発生）の無い土地に汚水ますは設置出来ません。 
申請が更地の場合には建築許可（開発調整課）の写し、または建築確認済証の写しを申し

出書に添付して下さい。ただし、開発許可物件の場合は不要です。 

汚水ます設置申出の注意事項 


